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ＢＣＪ－審査証明－96 

 

技術名称：セメント系固化材を用いた深層混合処理工法「Ｄコラム工法」 
 
１．審査証明対象技術 

 1.1 審査証明依頼者 

株式会社 ドリームテック 

代表取締役 坂本 兼一 

佐賀県佐賀市兵庫南一丁目4番19号 

 

 1.2 技術の名称 

セメント系固化材を用いた深層混合処理工法「Ｄコラム工法」 

 

 1.3 技術の概要 

Ｄコラム工法は、深層混合処理工法における機械撹拌式スラリー工法の一種で、スラリ

ー状のセメント系固化材を特殊撹拌機の掘削翼取付部に設けた噴射口から地盤中に注入し、

原地盤と機械的に撹拌混合することにより地盤中に柱状の安定した改良体（ソイルセメン

トコラム）を築造する工法である。 

従来の土に固定させた共回り防止翼では、極めて軟弱な地盤において共回り防止が不十

分な場合がある。 

Ｄコラム工法は、共回り防止翼の先端に取り付けた円柱状の鋼棒（Ｄバー）を長くする

ことにより改良体外の摩擦抵抗を大きくし、極めて軟弱な地盤においても施工をスムーズ

に行いスラリーを効率よく撹拌混合しバラツキの少ない改良体を築造できる。 

 

 1.4 適用範囲等 

本工法の適用範囲は、下表のとおりとする。また、改良長が13.0mを上回る場合の地盤条

件は、N値5以下の軟弱層が改良長の60％以上を占める地盤とする。 

コラム径 φ600、φ700、φ800、φ900、φ1000、φ1100、φ1200、 

φ1300、φ1400、φ1500、φ1600 

改良長 最大18.0m （ただし、細長比25以下とする） 

適用地盤 砂質土、粘性土 

 

２．開発の趣旨 

既存の深層混合処理工法では粘性土の施工において、掘削した土が撹拌翼に付着し、撹拌

翼と同時に回転する土の共回り現象が発生し、固化材と原地盤の撹拌混合が行われない場合

がある。 

そこでＤコラム工法は共回り防止翼の先端に取り付けた円柱状鋼棒を長くすることにより

改良体外の摩擦抵抗を大きくし、極めて軟弱な地盤においても効率よく撹拌混合しバラツキ

の少ない改良体を築造する。 

３．開発の目標 

(1) 土の共回り現象を抑制できる撹拌混合が可能であること。 

(2) 鉛直性に優れた改良体の築造が可能であること。 

(3) 施工マニュアルに基づいて施工を行い、施工管理を実施することで品質の安定した改良

体の築造が可能であること。 
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４．審査証明の方法 

依頼者より提出された審査証明資料及び本工法の施工立会試験結果により、本技術の性状

を確認することとした。 

(1) 土の共回り現象を抑制できる撹拌混合が可能であることの確認 

・土圧により静止した羽根の有無による性能比較実験と立会試験による確認 

・コア採取により室内配合試験と改良体一軸圧縮試験の比を確認 

(2) 鉛直性に優れた改良体の築造が可能であることの確認 

①施工後に掘り出した改良体についてトランシットを用いた鉛直精度の調査と立会試験

による確認 

②目標深度到達時に傾斜計による鉛直性の確認 

(3) 施工マニュアルに基づいて施工を行い、施工管理を実施することで品質の安定した改良

体の築造が可能であることの確認 

・立会試験による確認 

 

５．審査証明の前提 

本審査証明は、依頼者から提出された資料等には事実に反する記載がなく、依頼者の責任

において適正に設計・施工・品質管理及び安全対策等が行われることを前提に、依頼者から

提出された資料に基づいて行われたものである。 
 
６．審査証明の範囲 

審査証明は、依頼者より提出された開発の趣旨、開発の目標に対して設定された確認方法

により確認した範囲とする。なお、個々の工事等の実施過程及び実施結果の適切性は審査証

明の範囲に含まれない。 

 

７．審査証明結果 

本技術について、上記の開発の趣旨及び開発の目標に照らして審査した結果は、以下のと

おりである。 

(1) 土の共回り現象を抑制できる撹拌混合が可能であるものと判断される。 

(2) 鉛直性に優れた改良体の築造が可能であるものと判断される。 

(3) 施工マニュアルに基づいて施工を行い、施工管理を実施することで品質の安定した改良

体の築造が可能であるものと判断される。 

 

８．留意事項及び付言 

(1) 施工にあたり、依頼者が作成した施工マニュアルに基づくことが必要である。 

(2) 管理者、作業者が本技術の施工マニュアルについて事前に十分な理解が得られるように

配慮すること。 

 

９．審査証明経緯 

(1) 建設技術審査証明事業において、2006年1月23日付けで技術審査を完了した。 

(2) 2007年5月24日付けで、依頼者名及びその住所の変更があった。 

(3) 本技術に関する更新及び変更について技術審査を行い、2011年3月16日付けで技術審査を

完了した。なお、更新日は、2011年1月23日として取り扱う。 

(4) 2015年10月16日付けで依頼された本技術に関する更新及び変更について技術審査を行い、

2015年11月27日付けで技術審査を完了した。なお、審査証明の有効期限は、更新前の有効

期限から起算して5年間（2021年1月22日まで）とする。 

(5) 2020年10月9日付けで依頼された本技術に関する更新について技術審査を行い、2020年12
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月11日付けで技術審査を完了した。なお、審査証明の有効期限は、更新前の有効期限から

起算して5年間（2026年1月22日まで）とする。 

(6) 2025年10月10日付けで依頼された本技術に関する更新について技術審査を行い、2025年

11月6日付けで技術審査を完了した。なお、審査証明の有効期限は、更新前の有効期限から

起算して5年間（2031年1月22日まで）とする。 

 


